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経済学研究第29巻 第4号 17 (901) 

帝政ロシア『工場監督官報告集成』分析(第 6報〉

荒又重雄

刊 1911年.......1914年の『報告集成』に関する初歩的分析

この期間に工場監督制度の地域的拡大がみられる。 1911年， 狭義の工場

監督と蒸気機関監督と 1903年労災補償法の適用とをうけるのは， ヨーロツ

パ・ロシア (59県とドン軍管区〉とカフカスのパクー県(以前は石油業にか

ぎり適用)， クタイスク県，チリフス県， チェルノモールスク県， およびパ

ツーム地方 (o6JIaCTb)とスフムスキー管区 (OKPYのであるが， さらにク

バン地方とスタヴローポリ県には蒸気機関監督と 1903年法に限り適用があ

った。 1913年には， クパン地方とスタヴローポリ県に加えてテルスク地方

の三者が完全適用される地域となった。 1914年には， 1913年 6月7日法に

よって，エリザ、ベートポリスカヤ県，エヴアンスカヤ県， ダゲスタン地方，

カルスキー地方，ザカタリスキー管区が完全適用になるが， 1914年に勃発

した大戦によって， ワルシャワ工場管区は戦火のもとにおかれるので， 1914 

年版『報告集成』からワルシャワ管区の数値は落ちる。

このように，工場監督の地域的範囲の変化があったにもかかわらず， この

期間における工場監督下の事業所数・労働者数に関する統計は，第 132表に

みるように整合的である。 1910年版『報告集成』は， あたらしく工場監督

の下に入った事業所の多くは， 以前から存在していたが， 機械動力を利用

していなかったものが，あらたに内燃機関や電動機をつかいはじめてそのた

め工場の範曙に入るようになったものである， とのべている。 とはいえ，

1913年版『報告集成』でみると，クパン地方には工場監督下に入る事業所

が 144，スタヴローポリ県には 40，テノレスク地方には 62あるので， これら

の数値はあらたに監督下に入った事業所数の内数としてあったと思われる。
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第132表工場監督下の事業所数・労働者数の変動

1911 1912 1913 1914 

年度初め監督下にあった

事 業 所数 15，725 16，600 17，356 13，683 

労働者数 1，951，955 2，051， 198 2，151，245 1，966，144 

一刊こ入ったi
事 業 所数 1，697 1，667 1，022 

労 働 者 数 53，234 60，291 73，216 51，644 

監督下にあって除外された

事 業 所数 95 41 65 82 

労働者数 1，896 3，536 1，072 7，946 

脚下v::';b--，""(Mtl!j 

事 業 所数 660 740 888 457 

労働者数 21，892 30，280 31，572 18，148 

操業再開された

事 業 所数 91 85 64 95 

労 働 者数! 3，393 5，859 1，802 3，979 

周年にわたり操業休止した

事 業 所数 158 194 261 215 

労働者数 5，541 6，946 11，489 9，890 

年度末に監督下にあった

事 業 所数 16，600 17，356 17，877 14，046 

労 働 者数 2，051，198 2，151， 191 2，319，577 1，960，860 

第4表，第61表参照。*1914年分にはワルシャワ管区の数が入っていない。

もっとも，大きな数値とはいえない。

この期には，監督対象から除外されるものはあまり目だっていないが，監

督下にあって閉鎖された事業所がやや目だつのみならず，周年にわたって操

業休止した事業所数が別項目で集計され，かなりの大きさを占めていること

が注目される。景気変動や戦争の影響をそこにみとめうるであろう。のちに

再説する。
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第133表工場監督下にある労働者数の工場管区別構成

1911 1912 1913 

J、。、 つr ノレ フ ノレ グ 371，523 405，015 452，242 

モ ス ク ワ 716，444 733，921 771，612 

ワ ノレ 、ン ヤ ワ 327，438 337，556 353，433 

キ ニ~ フ 230，138 246，301 264，128 

ポ ボ ノレ ジ 146，060 150，277 156，728 

リ コ フ 259，595 278，121 321，434 

*各年度末の数値。第3表・第62表参!照。

1911 

1912 

1913 

1914 

第134表工場監督下にある事業所の規模別構成の変動

ネ 1914年はワル、ンャワ工場管区を含まず，第6表・第64表参照。

19 (903) 

1914 

435，771 

767，145 

268，129 

169，009 

320，806 

平均労
働者数

123.6 

123.9 

129.6 

139.6 

第 133表についてみると， 1913年にかけてはひとしくどこの工場管区で

も工場監督下にある労働者数が増大しているが， 1914年になると，ますます

増大するキエフ，ポボルジ両管区と，やや減少するベテルフ守ルグ，モスクワ，

ハリコフ管区の対称がでてくる。大戦と，それによる戦時経済の影響であろ

う。第 134表について，第 64表と比較してみたとき， 資本の集積を反映す

る労働者の集積がややジグザグに進行しているようにみえる。事業所当り平

均労働者数が 1908年に減少し， 1909年に増大し， 1911年に減少し， 1913年

に増大している。 1909年は零細事業所を大量に監督下から除外した年度であ

るし， 1913年は監督下にあって閉鎖した事業所や周年にわたり操業休止した

事業所のとりわけ多かった年度で、あることが，何がしか関連していることで

あろう。

ところで第 135表をみると，資本の集積を反映する労働者の集積の進行は
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第135表工場監督下にある労働者の事業所規模別構成

1911 

1912 

1913 

1914 

1911 

1912 

1913 

1914 

(1913) 

ベテノレブ、ノレグ 6，525 22，802 31，079 131，374 71，614 188，848 

モ ス ワ ク 7，362 25，546 37，234 149，668 105，832 445，970 

ワノレシャワ 21，770 36，757 38，754 102，594 56，427 97，131 

キ ニ工ー フ 18，047 28，750 25，722 86，166 51，732 53，711 

ポボノレジ 8，184 23，128 24，372 44，652 24，569 31，823 

ノ、リコフ 13，939 40，737 39，036 102，140 40，508 85，074 

第7表，第65表参照。*1914年はワルシャワ工場管区を含まず。

合計

2，051，198 

2，151， 191 

2，319，577 

1，960，860 

100 

100 

100 

100 

452，242 

771，612 

353，433 

264，128 

156，728 

321，434 

もちろんのこと，資本の集中を反映する労働者の集中が急速に進行している

ありさまがみてとれる。労働者数が 1，000人をこえる事業所に働く労働者数

が急増し，彼らが総労働者数の中で占める割合が 1913年には 39%にも達し

ている。この点はベテノレブルグ管区においてとりわけ顕著であって，そこに

は1，000人をこえる有力事業所に働く労働者が 19万人もおり， 彼らは当該

管区内の労働者の 42%にも当る。

第 136表に労働者の性別・成熟度別構成をみると，それぞれのグループの

相対的関係は目だった変化を示していないとはいえ，総労働者数の急増にあ

わせて，これをややこえるテンポで，年少労働者，未成年労働者が急増し，

また婦人労働者が急増しているのがわかる。これら保護労働者については，

比率ばかりではなく，絶対数が問題である。ここにおいては，結果があとを
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1911 

1912 

1913 

1914 

1911 

1912 

1913 

1914 

第10表・第67表参!日夜。 1914年はワノレシャワ工場管区を含まず。

合計

2，051， 198 

2，151， 191 

2，319，577 

肌吋1，960，8印

100 

100 

100 

100 

曳く労働力破壊がおこりやすいのである。第67表と照しあわせてみると，

1908年から 1913年のあいだに，年少者男子の工場労働者が 33%増，年少者

女子で 35%増，未成年者男子で 44%増，未成年者女子で 48%増，成年女子

で18%増となっている。 1911年版『報告集成』は，モスクワ県主任工場監督

官の語るところとして，要旨次のようにのべている。日く，年少労働者につ

いてはおそるべき現象を指摘しないわけにはゆかなL、。減りつづけていた彼

らの数が，すでに二年つづけて増加しており，その理由は最も安価な労働の

利用へと走る工場主の競争である。大紡績工場や絹糸， ビーズ糸工場で彼ら

はつかわれている。労働許容年齢を， ドイツやフランスで以前から採用され

ているような， 13歳以上とするような法的規制が必要な時期である， と。

1911年版以降の『報告集成』の特徴の一つは，景気動向への関心が産業部

門別分析とかみ合されていることである。とりわけ興味深い内容をとり出す

と次の如くである。

1911年。〔綿工業〕モスクワ管区内の工場監督官たちの指摘するところに

よると， 1911年後半に市況がわるくなったのは，東部諸県やシベリヤでの棉

花不作，ベルシャにおける動乱，アメリカでの棉花豊作とそれによる綿製品

価格下落のためである。モスクワ県のあちこちで労働日短縮がみられる。注
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文生産の工場はとくにひどく，一年の大半を操業休止している。しかし，質

のよい織工を擁しているところ， たとえばツインテリ UHH瓦eJIbなどでは生

産拡大しているし，技術的にみると地元の綿工業は発展しつづけている。機

械織が増加している。たとえばボゴロドスキー郡 Eoropo江CKH員 ye3江のグ

スリツキ一地帯 ryCJIHD:K目白 pa註OH では， ついこのあいだまでほとんどが

手織だったが， 1911年末には 15の機械織工場が 4，000人の労働者を働かせ

ており，織工は 2台から 3，4台ずつうけもっている。紡績機械の紡錘数も

増加し，たとえばラメンスカヤ・マニュ PaMeHCKa兄 MaHy. では 756錘から

1242錘にかわった。イワノボ・ヴォズネセンスク地方のある監督官のいうに

は， 1911年後半には巨大工場のモロゾフ CaBBbIH BHKyJIbI MOp030BbIX工

場でさえ労働時間短縮がおこなわれ，大工場からの注文をうけて生きてきた

小工場ではとりわけひどい。キャラコ 1プードあたりの製造価格は 3ルーブ

リまで下がり，ほとんど赤字なのに，それでもなお下げるように下請に要求

している。ウラジミル県第四地区工場監督官日く，農村の小織物工場の今日

の状態は多くの原因によるが，その主なものは，小工場に運転資金がないこ

と，綿織物業の恐慌，小工場主に対する大工場主の不信である。多くの企業

家たちが，運転資金をもたずに工場を建設したばかりではなく，しばしば生産

用具や工場の建物さえ他人資本で用達した。それで，信用で糸をかったり，

他人の商品の賃加工することになった。他人の商品のみつくっている小工

場は，工業においてはめずらしい現象である。一般には大規模生産ほど製品

加工はより安価となる。なぜなら単位当りの支出が小さくなるから。 とこ

ろがここでわれわれは反対の現象をみる。大工場ではキャラコ 1プード当り

5ノレーブリかかるのに，小工場では 3ルーブリである。秘密はただ， 労働者

の賃金，賃率のちがL、である。大工場において労働者は月に 16~23 ループリ

かせぎ，小工場で労働者は 7~10 ループリ，ごくまれに 12 ループリかせぐ。

かように，農村の小織物工場は，木質的に，賃率，賃金のちがし、に支えられ

ている。大工場主たちは，小工場主に加工賃をプード当り 5ノレーブリ支払い

ながら，つねにもうけている。工場の新設に支出しなくてよいし，労働者を
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ふやさなくてよいし，等々である。小工場はいつも鉄道の駅から遠し、， しか

し人と食糧の豊富な村の中あるいは近くにできる。都市での生活は農村にお

けるそれよりも高くつくが，都市と農村とでの賃金の差は，生計量の差に照

応するものでは全くなし、。小工場主は，生産技術の改良や売買における成功

に努力することなく， もっぱら労働者の賃金の引下げに努力している。しか

し，近年，旧い工場所有者たちの巨大な利益に誘惑されて，小織物工場が過

度に急速に発展した。小工場においても労働者の稼ぎが増大してきた。大工

場主たちはより安価な小工場主を探し，加工賃は 5ループリから 4.5，4.25， 

3.75さらには 3ループリへと下落した。小工場主の状態には，全綿工業をお

おっている恐慌も影響した。小工場への加工注文はひどく減り，場合によっ

ては全くなくなった。最近参入した小工場主の破滅と，そのさいに大工場主

に波及した損失とから，大工場主は小工場主の信用能力を再点検しはじめ，

一時契約をとりやめるとか，または，加工に出された商品への担保として小

工場が抵当としてとられることにもなった。こうした結果は二年前から予言

されていたことであった， と。コストロマ県では，若干の織布，捺染工場で

年末に労働週が 4日に短縮され，クリスマス休暇が延長された。スモーレン

スク県ではヤノレツェフスカヤ マニュ刃pueBCKa5! Ma可で労働者を3tz
縮小し，設備を改良し，生産性をあげた。ベトロコフスカヤ県では 1911年末

に小・中綿紡工場不振。しかし若干の大工場ではこの期のおわりまでに生産

拡大していた。ベテルブルグ県では，アメリカにおける綿花豊作でキャラコ

の値はいちぢるしく下がったが，紡績業は独占的性格があるので高価格を維

持した。

[羊毛工業]ペトロコフスカヤ県の小工場で生産減。ロッヂ地方でも 18%

が不完全労働週におちた。グロドノ県では年初に活況あり，工場の新設や拡

張， 2交替制の導入や時間外労働の利用があったが，秋から売行きと信用に困

難を生じ，ボロストク EOJIOCTOKで織工の失業が激増した。ただし，この失

1 
業には，手織と， これよりも 2一~3 倍も生産性の高い機械織との交替も影

2 

響している。モスクワ県では兵隊や農民用のラシャをつくっている若干の工
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場に不況あって，労働者数と労働時間減。プラトークや流行品をつくってい

る工場は反対に拡張。シンビルスク県の農民用ラシャ工場やフェルト長靴工

場は，東部諸県やシベリヤが不作で購買力が減ったので，停滞。

[あま，あさ，ジュート工業]帆布やズックをつくっているモスクワ県の

工場は国庫の発注で保障されている。ウラジミル県のあま工場はあまの袋を

つかう東部諸県とシベリア(南部ではジュートをつかう〉とが不振のため低

調。コストロマ県の若干のあま勧工場は 1911年の復活祭から労働時間を週

当り半日ちぢめた。ポボルジ諸県では凶作があま紡を縮小させた。チェルニ

ゴフ県のあさ硫き工場が原料あさの圏外流出のため没落。リフリヤンド県に

あま紡工場5つ新設。ノヴゴロト県で 1908年以来休止中のジュート工場再

開。

[木材加工業]活況。多くの製材工場が新設されており， 中にはペルミ県

における労働者800人の工場まである。多くは圏外の市場のため。輸出業者

たちは加工度の高いもの(パネノレ，箱，寄木細工，マッチ軸木，靴型など〉

をふやす努力している。建設関連も活況だが，アストラハン県での漁業不振

のため，ポボルジ管区での桶生産不振。

[金属工業]ベテルブルグ県では製鉄で労働者 14%増， 機械製作で 21%

増。大機械工場は株式を発行して追加固定資本を得ている。ここでは，海軍

省，交通省など国庫の発注が主な役割をはたしている。蒸気機関をつくる工

場のみ停滞。リフリヤンド，ペトロコフスカヤ，ワルシャワの諸県でも機械工

場拡大。ケレツカヤ県でホーロー食器工場が 2倍に拡張。リュプリンスカヤ

県では地元および中央，南部の市場のための農具，農業機械の生産が増した。

へノレソン県では造船がさかんになり，タヴリ夕、、県では石油エンジンをつくる

こ工場新設。農業機械をつくる工場不振。ポボノレジ地方では，地元およびシ

ベリアのため操業していた工場(船舶修理，金属食器，農業機械，釘，針金〉

は不振。しかし広い市場をもっていたところ，たとえばベルミ県の屋根用鉄，

の生産は拡大。ベルミ県一帯では，パド、ル法で、操業していた古い工場が，マ

ルチシ炉法との競争に耐ええずして閉鎖されていくのが自につく。ハリコフ
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7こが，

に対し， 36台の発担をうけたのみであっ

し，造船工場の設備の発法うけて労働者数をふや

した。:宇リ沼ーノレj黙のヅザヤンスキ{工場は， 農業:機識の生産を拡大し，

1911年にプラウ 68，000台，穀物刈取機〈ジャトカ〉と建穏機〈セヤノレカ〉と

でι600台?マグワ〈ボロナ〉を 6，400合つくったcそしてそれぞれ 100，000

台， 10，000台， 10，000台， 30，000合会つ 4れるよう投機改造した。よL カテ

ザノスラウ、!果では，機械工場活況，ただし;農業機械工場のみ不接。へ/レソン

県でも農業機械の生産設藷小。多くの工場皇室i警官たちのいうところによると，

機嫌工場の状盤に銑鉄不足が影響している。たとえばトウラ県の鉄正延工場

は南部の工場から手に入れた材車'b-z: 1jま根用鉄をつくっていたが，材料不足の

ために遇労働隠は 3日であった。トウラ県のサモワーんおよび錦食器車産は，

とベルシャの酷苦しのため縮小。

〔鉱物加工業〕ベテルブノレグ黙にはセメント レン 子ゲラス

ノグゴロ セメント

スモーレンスク燥でレンガ工場の労{裁者50%増， レンプfの値fi60%よ昇。

ヴノレシャワ 8レシ ぷ
小ポ

ノレジ諸県で壌域製レン

をうけて売行不振となったが，

県でうわぐすりをぬった鶏器 (φa史認のとコゲラ

不作の影響

カノレーガ

チェ/レノ

そ…ノレスカ セメ γ ト F'γ地方恥目立，一部需要i慢のため，

ンジケートのため， レンガは1，000ヶ潜り 36ノレーブ?に， セメントは

1櫛あたり 2.6ループリから5ノレープジに値上がりしたo =カテザノスラグ，

では， とりわけ窓ガラスへの需要増のため，カホ

フ

E動物材料加工業]ベテルヅルグでは労{勤務が 19%増。理由は韓撃さ造が手

から機械にかわったためo 1)フ1)ヤンド県でも間じことがあっ ヴ、イッメ、

ラ;11流域諸燥では，

もあまりよくない。ウフア県では，不作のた

ため鶏小し， グォノレガ流域

している。
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4ル…ブリ，学が 1ノレーブリ。駄には外間人閥会による大ぎな生皮貿ft

があった。

[食品工業]ベテノレブノレグでは， コヤルパスなどの工場生産が場大している O

~ ~蹴爪おげ.，..，羽俳句同府爪いうところによると，生協費の高騰のため，

が男と議んで{殺さ?に出るために，食事準備の手のかからない，安価で?あまり

健康的でないたべもの(カルノミス，煮、ニごり，その他〉の祷費がのびている O

ヴ4ッスラ;11流域ではどートの収穫がよかったので砂糖工場がうまく録業し

た。反対に， じゃがし、もの収穫がわるく，

あったハポボル

粉所が全く休業。

ベテルブノレグ祭にカーパイド

るL、。ポドザヤ

不作のため多く

ゴム ハー シ

とゴムの投嬢儲;格〈十50%)のため減退。リフヲヤンド

燥で臨動車用タイヤ(輪出用〉の生産が発展。

〔石油挟取]小さい卒業所時OMblCeJIが20も欝鎖された。

1911年肢についてのみ，以上のように襲単にみただけでも，

ちの観察なとおして，帝政訴シア鍛の資本創生産の地帯刻， の連関と

変動が，記述的にではあるが，興味深くかたられているのがわかる。

の主要部分は統計であるが， しかし，総論の部にも独患の資料的鑓傭

を認、めるべきであろう。 1912 および 1913 おける記述内容はあえ

て省略して， あらわれた 1914年版における記述内容について

しよう O

1914年。〔綿工業〕ウラジミノレ県では縄戦とともに生産設， 労i数日および

労鈎還の史認縮さらには休業があったが， 2--3ヶ月で、回復し，こんどは人数増，

休日減，持諸外労働や深夜業の搬用があった。とくにいそがしかった

布工場。ベト口グラード県は原料難から労檎者減 (-10%)。トヴェザ県で

(15) 
マ争
J、。

るが，やがて鉄道輸送の密復と国康からの発注によっ

した。モスクワ県は一時的パヱユァクで生産減少するが，すぐに閥復し
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〔羊毛工業]モスクワ県で、縮小。しかし軍からの巨大な発注があり， 工場

問題審判所は，婦人および未成年者を夜業させてもよいと許可した。タンボ

フ県，ペンザ、県で，開戦とともに軍用の生産が増大。ベテノレブ、ルグ県では労

働者用の生産縮小。ウラジミル県で、は薄ものの生産は縮小し，軍用ラシャが

増大した。[絹工業]需要減と，圏外からの原料が入荷しないので困難とな

った。[あま・あさ・ジュート工業]軍需から労働者増。

[金属工業]大部分が開戦とともに生産縮小したが，やがて国庫発注でもち

なおした。ただ，防衛用品に従事していない部門は縮小した。たとえば農業

機械，トウラ県のサモワール。労働力不足が感じられるところ多かったが，ベ

ルミ県では労働力不足なし。というのは，そこではまだ土地分与がおわってい

ないので，工場管理部は，すべての職工に(正規の〉仕事日eXOB悶 pa60Ta

を確保するために，順番に休業週 ryJ児島問 He江eJI兄をわりあて，そのときに

は安い雑役労働にのみ従事できることにしていた。そのため，注文がふえて

も操業できた。

[鉱物加工業]建物の建設が減ったのでレンガやガラスがのびなし、。 しか

し， 耐火財や耐酸財の需要が， 軍需との関連でのびた。[動物材料加工業]

皮革製品の需要のびた。〔食品工業]製糖はビートの収穫がよく品質もよい

ので、良好。ただし，原料を鉄道輸送にたよっていたところでは困難が生じた。

醸造が縮小して， じゃがし、もがデンプン工場にまわった。前線用および病院

用ということで製菓業がのびた。多くの工場で時間外労働がおこなわれた。

兵役義務労働者や捕りょのいる地方で，白パンに対する需要がふえた。

大戦に入ると， ロシアにおいても労働力の夕、、イリューションがあった。

1914年版『報告集成』は，婦人が金属工業にも進出し，ボール盤，フライス

盤，旋盤につき，また小もの組立てに従事していた， とのべている。ただ，こ

うした動きは，工場監督官たちによって， その前年の 1913年からすでに注

目されていた。 1913年版『報告集成』によると， ベテルブルグ県ではこの

年にすでに若干の小型ボール盤の操作が婦人によってなされ，モスクワのコ

戸メンスキー工場では，電動クレーン橋の操作が婦人のたずさわるところと
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経済学研究第29巻第4号

第 137表産業部門別労働者数の変動

1910 1911 1912 1913 

520.347 538.535 550.762 566，137 

155，987 157.281 155，094 166.557 

31，492 33，224 33.176 34，697 

96.587 100，949 100，154 104，544 

36，107 38，787 42，527 46，323 

89.048 93，101 99，676 107，744 

100.051 112，459 124，159 132，120 

280，184 305，438 338，449 385，621 

165，273 183，005 197，941 215，570 

51，408 51，403 51，350 55，736 

319，917 331，981 341.137 369，001 

69，610 70，843 77，529 90，463 

29，361 30.455 37，459 

6.583 7，163 8.782 7，605 

1 1， 951， 9551 乙051.1981 2.151，叫 2.319.57711 

第 69表参照。 1914年はワノレシャワ工場管区の数を含まず。

(20) 

なった。

1914 1913/1910 

485，563 1.09 

93，931 1.07 

31，297 1.10 

96，892 1.08 

29，126 1.28 

92，172 1.21 

106，273 1.32 

346.989 1.38 

174，138 1.30 

50.450 1.08 

330.879 1.15 

76，767 1.30 

38.285 1.28 

8，098 1.16 

1，960.860 1.19 

さて，すでに本稿第 3報に触れたように， 1910年版以降，産業別の統計が

発表されている。第137表は，あまり長い期間ではないが，産業部門別に労

働者数の変動を示したものである。 1914年の大戦勃発へとかけて，ヨーロツ

パにおいて軍備拡張の競争がすすんでいくなかでの，産業構造の変化をよみ

とることは可能であろう。 1910年と 1913年とを比較してみると， いずれに

しろ I綿工業が首位を占めているとはいえ次第に相対的重みを減じており，

噛金属工業が急上昇して 2位にあったxl食品工業を追いねし、ている。同じ関

心から第138表をみると，一般に一進一退している平均年賃金の動きの中で，

唖金属工業が，絶対的高さで第 1位を維持しつつ系統的に上昇しており，絶

対的には低いながらも，Nあま・あさ・ジュート工業も上昇している。そし

て，おそらく労働力不足がそこに最もつよく作用しているのであろうが，絶
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第71 表参照。ぬ14~ì土ワノレシャワ管区を会まず。

豆食品工業が 27%もの上昇対的にはもっとも低い地設を縫持しながらも，

るcしているの

業部門分析へと額斜して行っていることは，統計数憶の集計の枕方からも，

総論の叙述の態度からもうかがえるところ

問、ンアかえ

開シアにおけるそれは，り，

こととL三ってよし、で全く資本主義の発長とあわせてみたと

ちら当時め資本の集積度安前提し法大な口シアあろう O とはい

ちがいを考長震に入れたとき，協単に地域別分祈念bぎつ

産業鰐分析に従属させてしまえぬであろうことも，容易に想、最されるの

ワノレシャ

く異

とってみる。

それとポボノレ

E して

それとハリコフ

139 る。それで，

ワ
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第 139表産業部門別・工場管区別平均年賃金 (1912，ループリ〕

一部肯竺里、I~ 工会|モスクワ l ワルシャワケェフ|ポボノレジ|ハリコフ
245 204 298 203 

E 245 209 332 165 

E * 220 284 87 

N 202 156 27] 182 

V 274 237 309 253 

v! 341 300 273 236 

W 284 222 270 192 

1唖 474 360 364 366 

K 243 231 276 172 

X 341 271 359 361 

x[ 260 235 156 123 

)位 327 235 306 121 

四

E 607 288 482 329 

キ印は労働者はいるが情報のないところ。

第 140表代表的産業の賃金水準(平均年賃金〉

1911 1912 1913 

f晶 工 業(I) 218 220 

羊 毛 工 業(1I) 246 245 

F-P 昂Ij 業(羽〉 390 389 

製 材 業(v!]) 247 248 

鉄 鋼 業(澗〕 392 386 

機 1成 工 業(四) 418 425 

石 材 力日 工(医〉 193 223 

製 糖 工 業(克〉 114 106 

石 治 採 取 業(潤〉 367 338 

発 電 所 (XIV) 485 447 

147 187 

151 139 

火. 

148 217 

プι之 182 

181 198 

204 216 

327 399 

238 251 

193 366 

190 120 

199 295 

338 

290 530 

1913年末の
労働者数

215 566，137 

210 166，557 

345 48，594 

220 89，975 

382 102，293 

432 204，839 

203 100，848 

161 178，350 

364 28，186 

490 2，814 
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なったものだとみなくてはならなし、。珂食品工業をとってみる。これまたぺ

テルブ、/レグ工場管区のそれと，ハリコフ工場管区やキエフ工場管区のそれと

は全く異なったものだとみなくてはならなし、。

『報告集成』には，産業別中分類をとり入れた県別の統計表が収録されてい

る。それを利用しながら，賃金の産業別・地域別構造にいま少しこだわって

みよう。第 140表に，平均年賃金の変化を，特徴的な産業部門を抽出しでか

き出してみたo VI部門からは印刷業のみを，刊部門からは機械製材業のみを

ぬき出し，噛部門は製鉄・製鋼業と機械製造業を区別し， XI部門からは製糖

業のみぬき出した。すると，同じ噛金属工業でも，機械製造業では一貫して賃

金上昇がみられるが製鉄業は必ずしもそうではないこと，製糖業などは，お

そらく操業期間の長さに年次的変化が大きいこともあわせて，年賃金に大き

な変動がみられることなどがわかる。さて， このように代表的産業をいくつ

かより細密に設定した上で，ここにおける年平均賃金の県別の分布をみたも

のが第 141表である。やはり産業ごとにみて大きな地域別賃金格差がみとめ

られる。綿工業について， とくに年平均賃金が高いことで目だつ諸県と，反

対にとくに年平均賃金が低いことで目だつ諸県とをとりあげ，それらの諸県

第 141表代表的産業の県別賃金水準(平均賃金〉

(1912) 

|綿工業|主主|製材業[鉄鋼業|学禁|製糖業

アノレハンゲリスク 287 "町:

ヴィッテブスク * * * 
クー ノ レ リ ヤンド * 145 463 392 

リ プ リ ヤン ド 225 263 258 390 475 

ノ ヴ コ ロ ド 191 * 174 

オ ロ ネ ツ 185 ネ-

フ ス コ フ 142 

4301 
* 

ベテノレブルグ 268 244 334 561 * 
ト ヴ ザ リ 208 * 276 424 

エ ス ト リ ヤ ンド 271 148 249 274 416 
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|綿工業|主翼|製材業|鉄鋼業|空襲|製糖業
ウ フ シ 、、、 ノレ 192 * 126 262 283 

ヴ オ ロ 夕、 ダ 190 * 
コ ス ト ロ ーマ 188 113 201 396 250 

モ ス ク ワ 223 213 278 423 403 306 

リ ヤ ザ、 ン 190 122 * * 264 

スモーレンスク 205 146 * 
ヤ ロ ス ラ ヴ リ 219 164 214 209 227 

ワ ノレ シ ヤ ワ 276 219 * 436 444 113 

ウ、 イ ノレ ノ 233 * 225 222 323 

グ ロ ド ノ * 256 司三 ネ * 
4・

カ リ シ ユ 255 171 134 士- 243 111 

コ ウや ノ * * 268 385 308 

ケ レ ツ * 174 248 113 

ロ ム ‘/ ン * ネ * * 156 55 

リ ュ プ リ ン ス ク 203 167 ‘* 、 417 59 

ベトロコフスカヤ 300 347 * 426 430 点

フ ロ ツ 刀 ヤ キ 293 76 

フ ドムスカヤ 火. 266 * 92 

ベ ツ サ ラ ピア * * 士- * 376 斗*

ヴ オ ノレ ア 173 163 305 105 

キ 二乙 フ ネ 149 290 351 93 

、、 ン ス ク 121 248 232 291 

モ 子、 レ ヨ フ 203 109 248 

ポ ド リ ヤ :>k 204 * 115 

ポ ノレ タ ワ 277 * 360 129 

タ ヴ リ
夕、、

* * * 386 

J ¥  ノレ ソ ン 火. ネ * 390 388 172 

チェノレニ ゴフ Fド 158 124 81 236 111 

アス ト ラノ、ン
* 296 * * 

ヴ ヤ ト カ 169 * 329 169 

カ ザ ン * 295 184 229 

ジ ェ ゴ ロ 252 188 590 373 
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|綿工業|主薬|製材業|鉄鋼業|壁霊|製糖業

オレンブノレグ 165 255 

J¥。、 ノレ 、、、
* 101 183 192 224 

サ ーマ フ * 176 * * 192 135 

サ フ ト フ 147 154 * 468 337 

シム ビ ノ レスク 139 313 * 
ウ フ ア 154 'i' 308 

ノ、 ク 210 * 424 641 

ノ、 ツ £、 295 * 
ヴ オ 戸 不 ジ 174 ネ 379 * 
ド ン 271 169 * 400 439 

エカテリノスラヴ 235 171 451 445 

カ ノレ ガ 〉ド 194 132 206 135 

ク ノレ ス ク * * * 
火. 75 

ク タ イ ス ク 266 

オ リ ヨ ノレ * 154 * 379 76 

J ¥  。 ン ザ 102 114 * 180 

タ ン ボ フ 154 119 * 150 220 55 

チ フ リ ス * * * 200 

ト ウ ブ 146 火. 328 219 105 

ノ、 リ コ フ 201 163 189 295 366 124 

情報の全くない県は除外した。

*印は労働者はいるが情報のない部分。

における当該産業の平均事業所規模を労働者数でみてみた。すると，高い方

の県では，エストリヤンド 4，103人，ベテルブルグ 929人，ベトロコフスカ

ヤ 281人， ワノレシャワ 76人， ドン 42人となり，低い方の県では， コストロ

マ 1，213人，ウラジミル 969人， リヤザン 405人，サラトフ 224人，タンボ

フ202人， トウラ 123人となる。資本の集積度からうかがいうる生産力格差

とは別の，農業的発展との関係で説明すべき地域的格差がつよく存続してい

ることがわかる。鉄鋼業について同じような観察をしてみると，年平均賃金

の高い方では，サラトフ 544人， クーノレリヤンド 297人， ベテノレブ、ルグ 266
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人，ベトロコフスカヤ 225人，エカテりノスラヴ 309人，モスクワ 188人，

ワルシャワ 68人，パク -16人となり，低い方では，ベノレミ 277人，チェル

ニゴフ 22人，タンボフ 34人となる。資本の集積度の大小と平均年賃金の大

小とは，照応するどころか，二つのことなった次元として四つの組合せを生

み出しているごとくである。

工場監督下にある蒸気機関の台数は系統的に増加している。第 142表にみ

るとおりである。しかし， ~報告集成』は，次の事情を付言している。すな

わち，一台あたりの蒸気機関の馬力が増大して行っているのが第ーであり，

第142表工場監督下にある蒸気機関数

工 場

1911 年末 32.631 

1912 年末 33.225 

1913 年末 33.742 

1914 年末

(1913年末〕

ベテノレブノレグ 5.759 

モ /日、 ク ワ 5.642 

ワノレシャ ワ 5.520 

寸ーレー こL フ 7.152 

オ? ボ ノレ ーノ 3.342 

リ 二コ フ 6.327 

1914年はワルシャワ管区を含まず。
第11表，第78表参照。

農 業 その 他

26.489 5.605 

28.111 5.664 

29.694 5.551 

4.120 1.585 

232 1.286 

2.203 581 

10.658 581 

1.777 469 

10.704 1.049 

ぷ口斗 言十

64.725 

67.000 

68.987 

61.929 

11.464 

7.160 

8.304 

18.391 

5.588 

18.080 

工場，とくにあまり大きくない工場では，内燃機関とくにジーゼルエンジン

や電動機が普及しているのが第二である。したがって，第 142表は，資本制

的生産の発展をひかえ自にしか反映していないのである。

蒸気機関監督におこったこの期間のあたらしいうごきとして， 1910年 4

月 21 日法にもとづく，一部蒸気機関の監督の業者団体 06~eCTBO KOT~OB~. 

a江e~bu:eB と 3eMCKHe yqpe)K江町田への委任である。第 143表から，そのよ
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一
的
日
二
れ
一
訪
問
一
切
一
知

1911 

1912 

1913 

1914 

1911 75.4% 

1912 69.5% 

1913 65.1% 

1914 63.2% 

1911 

1912 

1913 

1914 

157 

89 

60 

61 

うな委任によって蒸気機関監督が間接化して行くようすが知られる。それは

当然，工場監督官の業務量に影響して行く。第 144表がそのありさまを示し

ている。既存蒸気機関の構造検査の件数は，系統的に減少している。ただい

『報告集成』は，委任されたのは，主として大工場の， わりと良質で管理も

ゆきとどいた部分だったので，監督官の業務は実質的にはそれほど減らなか

った， としている。

第 145表と第 146表は，工場監督官による臨検の状況を示している。それ

らについてはとくにのべることはないが， 1911年版『報告集成』が， もし臨

検の事由別構成が報告されたならば，検査 peBll3HOHHbI首的臨検が年々減少

していることが明らかとなるであろう，多くの報告は，臨検の 9割までが，
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第145表工場監督官の配置と臨検事業所数

|記;管室|豊富議|長寿議開票長た言|場 |臨時長
1911年初 228 

16，600 13，805 83.11 4，054 
1911年 末 231 225 

1912年 初 226 

1912年 末 232 224 
17，356 14，156 81.6 3，700 

1913年初 227 

1913年 末 236 232 
17，872 14，120 79.0 2，897 

201 

1914年末 214 195 
14，046 10，757 76.4 2，306 

第 13表，第79表参照。

第146表工場監督官による臨検数

臨監検督下をうのけ事た業工場所 蜘醐開工官当場l監人督り 監へないの督事臨下業検所数に
1 回た臨も検さ I~ 回た臨も検さ I~ 回れ以た上も臨検
れ のれ のさ の

1911 8，275 2，825 2，705 25，906 1.9 115 4，688 

1912 8，661 2，971 2，524 25，818 1.8 114 4，269 

1913 8，266 2，891 2，984 28，907 2.0 125 3，298 

山| ω831 2，301l 王竺l札 2031 1.91 

1914年の数字はワノレシャワ管区を除外。

第 14表，第80・81表参照。

ボイラーの試験，陳情の聴取，労働災害の審問，罰金基金の点検その他特別の

事由によりひきおこされていて，多くの監督官はこれにおいまわされている

と，のべている。生起する事態の後を追っているのみで，監督官の側方〉ら事

前の検査にあるく余裕がない， ということであろう。事前といえば， 7月28

日 (1910年 7)付で内務省および商工省の回状 (No.14582)が出され，あ

たらしい工場事業所の開設許可についての請願があったとき，これに結論を

出すための事前点検を工場監督官がおこなうことになった。内容は明らかで

はないが， 1911年に商工省工業部が労働安全規則の草案を作成し， 1913年

に中央工場問題審判所がこれを規程として制定し，同年商工大臣がこれを認
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第 147表工場開設時の検査

キエフ iポボノレジ 1/， ~コフ|

1911 384 456 273 231 202 1，883 

1912 482 542 304 235 196 1，985 

1913 568 510 231 145 164 1，792 

1914 1131 1181 1，338 

第 148表摘発された工場支配人の法違反動向

一一¥ !?211912! の中での をとられ
違反の種類 --------¥¥ 件数件数|議別の割合|習のの割合 件数

支払手帳規則 3，173 3，195 2，681 1，944 

うち調書にとられたもの 209 177 163 132 

E 賃 金 規 ~U 1，135 1. 1891 1，010 7.0 776 

うち調書にとられたもの 33 25 20 13 

E 罰 金 規 員日 388 417 411 2.8 305 

うち調書にとられたもの 11 9 10 

N 労働時間規則 899 752 5.8 588 

うち調書にとられたもの 46 28 2.5 14 

V 婦人年少労働規則 386 449 313 

うち調書にとられたもの 33 7.2 25 

W 監督 目的の形式 5，733 6，1001 5，506 3，700 

うち調書にとられたもの 393 343 267 4.8 217 

V!I安全衛生風紀規則 2，733 2，465 2，385 16.6 2，009 

うち調書にとられたもの 107 74 42 1.8 62 

1唖 掛 7士E 規 員リ 100 98 73 0.6 53 

うち調書にとられたもの 10 B 4 5.5 5 

X その他の違反 1，262 1.271 888 6.1 647 

うち調書にとられたもの 61 40 29 3.3 26 

)([ 疾病労働者への保障規則 207 1.4 800 

うち調書にとられたもの 4 1.9 13 

計 |15「吋4サ 11，135 

うち調書にとられたもの 9031 7531 593 4.1 517 

K 蒸気機関規則 1 1，叫1，4971 1，47

メロ牛 計 |η，叫 12，314 

第 20表，第82表，第21表，第84表参照。
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可する，という前〉が並行しているから，安全衛生についての事前検査がふ

くまれていたと推定される。第 147表は，そうした工場事業所開設請願にか

らむ監督官の臨検をとり出して示したものである。

工場監督官によって摘発された工場支配人の法違反の動向を第 148表につ

いてみると，総件数は 1910年以降やや減少気味であるが， そう大きな変化

はなし、。 1913年について算出した違反の種類別構成を，第 84表にある 1904

第149表調書にとられた工場支配人の法違反

の処遇(除蒸気機関関係〉

| 審判所送致 | 面般霊法襲 | lロ込 百十

1911 435 182 617 

1912 363 173 536 

1913 295 123 418 

1914 252 125 377 

1914年はワノレシャワ管区を含まず。
第24表，第85表参照。

1911 

1912 

1913 

1914 

(1913) 

ベテルブルグ

モ ス ク ワ

ワルシャワ

キ ニZ二 フ

ポボノレジ

ノ、 リ コ フ

第150表労 {動 災

申告された労働災害件数

死亡|その他|合計

3361 67，叫札0451

109 30，213 30，322 

80 30，060 30，140 

77 12，959 13，036 

75 8，936 9，011 

52 7，634 7，686 

152 22，997 23，149 

第25表，第86表参照。

害

死 害型重 言i

2521 3，3471 3，599 

94 1，333 1，427 

69 1，610 1，679 

67 1，026 1，093 

67 955 1，022 

38 583 621 

108 1，014 1，122 
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年および 1909年の数値と比較してみても大同小異である。ただし， 1913年

版から疾病時の労働者への保障についての規程(工業法規第126項〉の違

反が特別に集計されている。全体としての違反件数にはあまり大きな変化は

ないのに，第 149表にみるように，審判所や裁判所に送致された件数は急速

に減少している。違反の程度が軽徴なものになったのか，監督官多忙のため

に処理がおくれているのか，あるいはその他の理由によるものかわからない。

次いで，労働災害の動向を第 150表にみると，申告された労働災害の件数

ははげしく増加している。ところが， 1914年の数値は少しちがっている。 1913

年の数値からその年のワルシャワ管区の数値を引き算してみても， 1914年の

数値に近いものにはならなし、。開戦前後の混乱もあって，労働の密度が減少

していたのであろうか。

第 151表にみるように，帝政ロシアにおける罰金制度は健在である。この

制度が， とりわけ大企業において活用されているところに，一つの特質をみ

第 151表罰金制度適用状況

1911 1912 1913 1914 

(事業所比率〉

ベ テノレブルグ 40.6 40.9 41.1 39.3 

モ ス ク ワ 39.2 39.2 38.3 38.9 

ワ ノレ 、ン ヤ ワ 17.4 17.9 17.6 

キ 二L フ 17.4 17.0 16.2 15.8 

ポ ボ ノレ シ 14.4 14.4 14.1 14.0 

リ コ フ 19.6 18.9 18.8 20.3 

〔労働者比率〉

ベ テ ノ レ ブ ノ レグ 80.0 79.3 81.0 87.1 

モ ス ク ワ 85.8 85.2 84.7 85.2 

ワ ノレ 、ン 寸ア ワ 64.2 65，1 66.0 

キ ニ"- フ 52.4 52.9 52.2 50.3 

ポ ボ ノレ ν 54.8 52.3 51.6 53.5 

リ コ フ 60.8 59.1 57.7 60.7 

第26表，第88表参照。
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るべきであろう。そして， 1886年法以来のロシア工場法が， 罰金賦課の対

賃金比率を規制し，罰金基金の運用をやや労働者保護的に規制したことが，

かえって罰金制度を全体として安定化させたという側面もみとめうるのでは

なし、かと思われる。罰金制度を運用している金属工業の大事業場にたくさん

の労働者が吸引されたことを示すのであろうか， 1914年のペテルフ守ルグ管区

をみると，実に 87.1%の労働者が罰金制度下で労働している。実際に罰金を

賦課した件数も， とり上げた罰金総額も， 第 152表を第 89表と照合して考

察するとわかるように， 1906年以降，一貫して増大している。賃金 100ルー

プリ当りの罰金払 1906年の 9.6カベイクから 1913年の 17.7カベイクまで

上昇している。 1905年革命によってーたびはゆらいだこの制度'iJ， 1913年

にかけて安定的に活用されているといえる。ただ，より立ち入った内容から

いえば，この制度の運用自身の近代化をみとめなくてはならなし、。

第153表罰金賦課理由別構成

粗 漏 な 作 業 | 欠 勤 | 規律違反

件数[金額|件数[金額|件数|金額

1911 問 M 倒机仰|札位71 肌吋
1912 3，119，5421 338，0401 548，1431 255，3801 

1913 3，992，8561 344，7301 645，1451 314，8921 

則 2，583，7811 282，3121 5日 081 2札制|

第28表，第90表参照。 1914年はワノレシャワ管区を含まず。
金額はノレーブリ未満切り捨て。

件

第152表労働者への罰金賦課

1 1賃金ルレー罰金総額 | プリ当り罰金
(ノレーブリ) I /(コベイカ)

1911 

1912 

1913 

605，314 

696，700 

774，930 

3，653，729 

4，075，242 

4，074，954 

山 3，458，7761- 6払お81

第27表，第89表参照。 1914年はワノレシャワ管区を含まず。

1人当り
罰 金
(コベイカ〕

40.9 

45.3 

46.8 

44.3 

97，258 

103，279 

115，389 

104，087 
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第 153表を第 90表と!照し合せて， 罰金賦課理由別に件数の増大度をみる

と，欠勤を理由にした罰金件数は 1906年に対して 1913年には 2.51倍，規

律違反を理由にしたそれは 2.76倍とふえているが， 粗漏な作業を理由にす

るものは 3.03倍と， もっとも大きな伸びを示しているのである。

罰金基金からの扶助金支給について第 154表を第 91表と照し合せてみる

と，各事由ごとに 1件当りの平均扶助金はほぼ安定している。これは，名目

賃金の上昇傾向の中においてみれば，停滞的に抑制されているということで

もあろう。しかし，支給件数が一貫して増大し，おそらく権利化が進行して

いるのであろうから， 支給金額は増大している。そうした中で， 1913年に

〔件数)

1911 

1912 

1913 

1914 

(支給金額〉

1911 

1912 

1913 

山 I 1批判
(よ件当品)

1911 

1912 

1913 

1914 

第154表罰金基金からの扶助金

支給金額は 1ループリ未満切り捨て。
1件当り金額はノレーブリーコベイカ
第四表，第91表参照。

その他 l計

6，257 

9，734 

121，185 

130，446 

148，793 

103，579 

621，307 

693，848 

792，566 

657，181 

5-13 

5-32 

5-33 

6-34 
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第155表罰金基金動向

同時高iFil君臨|営豊富主1期末残高 l証

1911 

1912 

1913 

山!日批判
1913年
ワノレシ
ャ ワ
管区

1ループリ未満切りすて。
第 30表，第92表参Pli¥。

永久的労働力喪失への扶助金件数が急増しているが，

期末残高資産形態

券|預金 1:業耳

それは，

230，723 

256，829 

254，597 

30，032 

1件当り扶助

金額の減少によって報われている。第 155表をみると， 労働者からの罰金と

労働者への扶助金のパランスは，後者が前者をややオーパーする程度で維持

され， 金利収入その他を入れると，積立金も年々わずかながら増大する， と

いう安定した構造になっている。 1905年から 1907年までの革命期には， f責

立金の喰いつぶしがあったが， そうした傾向は克服されている。さらに，

の期聞には未だ効果があらわれていないが， 1912年社会保険法と関連して，

中央工場問題審判所は， 1913年 7月 17日付回状をもって，労働者が 1912年

法にもとづく補償をうけたときは， あえて罰金基金からの扶助金支給を行な

わないように， と指示していた。とはいえ，また一方では， 1914年における

扶助金支出に特徴的なこととして， その他の項目における支給が， 件数およ

び支給金額で急増していることも見のがせなし、。戦争に関連した支給である

可能性がつよし、。

1903年労働災害補償法の適用に関する統計にうつると，まず，第 156表で

あるが， 1912年以降のこの表の数値はみつけられなかった。とりあえず， み

つかった年度までについてみると， 前稿(第4報〉でみたと同じ傾向を示し

ている。 1903年法適用の災害数が，申告された災害数より少ないのは当然と

して，死亡件数については前者がわずかながら後者を上まわりつづけている。
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第 156表 1903年法の適用された労働災害

1903年法適用事件総数

j比申たkす率告災す害〈さ%れにる〕
労働力喪失 失死労ひ働永亡小久お力よ

亡 永久的死
一時的 I部分的|完全 書的

1909 76.5 422 43，451 9，224 33 9，679 

1910 60， 78.0 458 49，384 9，087 44 9，589 

1911 67. 77.9 489 55，365 9，743 35 10，267 

第157表補償に関する協定成立状態

認可された協定書 不合意の文書 認っ可たさ協れ定な書か

数| 数! 件数|
総件数

{牛 % イ牛 M % 

1910 8，713 69.6 3，677 29.3 135 1.1 12，525 

1911 9，253 72.8 3，289 25.9 168 1.3 12，710 

1912 10，468 74.3 3，426 24.3 187 1.4 14，081 

1913 11，158 74.7 3，600 24.1 181 1.2 14，939 

区(ワルシャワ)管
をのぞく

1913 9，402 74.5 3，047 24.2 170 1.3 12，619 

1914 7，776 75.6 2，416 23.5 88 0.9 10，280 

第 100表参照。

この点については，以前にも若干分析してみたが，工場監督一般が適用され

ていないのに，蒸気機関監督と 1903年法のみは適用された地域のあったこ

とも，この数値のズレに何がしか関与していることも考えられる。第 157表

を第 100表と照し合せて，補償に関する協定の成立状態をみると，総件数は

年々のある程度の変動を含みながら 1906年以降安定した数値を示している

といってよい。その中で，協定が成立して，かつそれが認可されるものの割

合も，次第に安定にむかっていたといえそうである。補償の形態について第

158表をみると，労働力完全喪失の場合に，ついで死亡の場合に年金形態が

より多く採用され，労働力部分喪失の場合に一時金形態、がより多く採用され

ているのは，それ以前の年度とかわらなL、。また，労働力部分喪失について
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第158表補償の形態

| 死 亡 l労間全喪失| 矧加献 一時金
年 金 i一時金年金|一時金 l年 金 l一時金 件数合計

(件数〉

1910 166 127 21 12 1，333 7，070 7，209 

1911 177 114 25 5 1，492 7，453 7，572 

1912 204 110 25 17 1，770 8，346 8，473 

1913 200 136 17 20 1，979 8，849 9，005 

1914 251 1，7691 5，7261 5，831 

(割合〉

1910 56.7 43.3 36.4 15.9! 82.6 

1911 60.8 39.2 83.3 16.7 16.7 83. 81.7 

1912 65.0 35.0 59.5 40.5 17.5 82. 80.9 

1913 59.5 40.5 45.9 18.3 81. 80.4 

1914 23.61 76.41 74.8 

1914年のみワノレ、ンャワ管区を含まず。

第103表参照。

も，時系列的にみると，年金形態の採用が漸次増大していることもかわらな

い。労働力部分喪失の場合に，一時金を支払って事業所にとっての荷物を捨

てさるのではなく，年金を支払いつづけるようになるには，雇用形態につい

ての変化，たとえば以前より低い賃金と年金との組合せ支給といったものの

発生とか， も考えられなくはないが，関連する情報はさしあたりみあたらな

い。そうではなく，補償責任を引き受けた保険会社の独自の利害が反映して

いたのだ， とも考えられる。

年金および一時金による補償が， どの程度の金額であったかを第 159表に

みよう。この前の期について第 104表，第 105表に示されている数値とつき

合せてみると，制度の安定化傾向をみてとることができる。 1件当りの金額

は平準化され上昇を抑制されているとみられる。ただし，年々あらたに決定

して行く年金額の年々の総計が着実に上昇していることは注目さるべきであ

ろう。年金なのであるから，その前年までに決定したもののかなりの部分が
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第159表年金および一時金での補償

|よ|おすTFZ働時l件 額

引
副
一

一
総

一
数

合一

年金形態

1910 166 168 21 191 1，333 57 1，520 108，388 

1911 177 178 25 205 1，492 58 1，694 123，557 

1912 204 167 25 200 1，770 56 1，999 137，465 

1913 200 181 17 292 1，979 58 2，196 155，451 

1914 判吋付刈1，叫 641 1， 96~[ 148，306 

一時金形態

1910 127 901 12 1，682 7，070 229 7，209 1， 756，408 

1911 114 930 5 2，363 7，453 227 7，572 1，810，886 

1912 110 1，071 17 3，588 8，346 230 8，473 2，096，189 

1913 136 1，071 20 1，615 8，849 229 9，005 2，206，793 

1山[ 80[ 叫 251 州 5，726[ 248[ 叩 1[ 1，514，764

1914年はワルシャワ管区を合まず。ループリ未満は四捨五入。
第104表，第105表参照。

継続しているのであり，現実に必要となる年金支給総額の年々の増大は，よ

り一層速いテンポとなっていることになるからである。

なお， ~報告集成』は労働災害の補償額を算定する基礎となった賃金額と

罰金制度を監督する必要から算定された賃金額とが，その大きさでかなり相

違していることに注目している。 1912年版では，罰金法によるデータでは，

この年度の平均賃金は 255ループリなのに， 1903年法適用にからむデータ

では 325Jレーブリにもなる， と指摘してい官。 1910年版および 1911年版で

は，そうした事実を，労働災害は賃金がより高く支払われているような産業

部門，たとえば金属工業や石油採取業などでより多発するという事情をもっ

て説明している。第 160表については，あらためて説明を加えることはない。

さて 1913年版『報告集成』から， 1912年法にもとづく疾病基金の設立状

況が記載されるようになった。 1912年社会保険法は， 原動機を使用する労

働者 20人以上規模の事業所と，原動機をもたない 30人以上規模の事業所に
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第 160表補償協定不成立理由別構成

152五日町口百合i苦「器lLJ:
1910 3，677 2，045 55.6 1，129 30.7 244 6.6 259 7.1 

1911 3，289 1，923 58.5 966 29.4 192 5.8 208 6.3 

1912 3，426 1，969 57.5 991 28.9 204 5.9 262 7.7 

1913 3，600 2，089 58.0 1， 105 30.7 197 5.5 209 5.8 

管(ワノレシャワ
区を除く〉
1913 3，047 1，749 57.4 971 31.9 149 4.9 178 5.8 

1914 2，4161 1，548 64.1 602 24.9 127 5.3 139 5.7 

第 107表参照。

疾病基金の設立を義務づ、けた。設立の期限は画一的なものとはせず，地方ごと

に設立され， 法の実施を指導する保険問題審判所 npHcyTcTBHeno ~e~aM 

CTpaXOBaHHH pa60QHX にまかせた。そして工場監督官と鉱山監督のメンパ

ーとが，疾病基金の設立を積極的に行政指導した。 1912年 12月までに，法

実施の準備作業は終了し， 保険問題評議会 COBeTrro ~e~aM CTpaXOBaHHH 

pa60Qux によって標準規約と指示日HCTpyKU凶と規則 npaBH~a が作成され

た。 1914 年中には，ヨーロッパ・ロシヤのすべての県と地方 06~aCTb に審

規約草案審議のため全権選出済 364 229，717 121 67，019 

監督機関に設立申請提出済 73 79，300 24 29，419 

認可済監督官により 288 169，607 159 87，947 

審判所により 13 2，826 13 2，226 

基金総会による全権選出済 238 192，627 143 72，738 

基 金 理 事 会 選出済 317 305，540 163 119，283 

必の要た不め可の欠総の会事召項集審議中 195 167，883 103 66，581 

拠 出 と 給 付 開 始 773 561，804 2，167 1，698，210 

第 161表疾病基金設立動向

(叫
基 金 数 |い力臥者轍数 |凶基金数判| 加入球者数
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判所が開設され，評議会は一連の指導的解説 pa3'h即日eHlreを制定びこo 第

161表に疾病基金の設立動向が示されている。設立準備の節目節目ごとに大

衆的な参加の機会を示しながら，二年ほどの聞に 3，000からの基金が設立さ

れて行ったのであるから，やはり「保険カンパニヤ」の名にふさわしい社会

的出来事であったにちがし、なし、。

(1) 1911年版 CBO江， CTp. XIV. 1913年版 CBO瓦， CTp. XV. 

(2) 1914年版 CBO且， CTp. XVI. 

(3) 1911年版 CBO)l， CTp. XIX. 

仏) 同前， CTp. LI. 

(5) 同前， CTp. XXXVIII-XLI. 

(6) 同前， CTp. XLI-XLII. 

(7) 同前， CTp. XLII. 

(8) 同前， CTp. XLIII. 

(9) 同前， CTp. XLIII-XLIV. 

(lG 同前， CTp. XLIV-XLV. 

帥同前， CTp. XLV. 

同同前， CTp. XL V-XL VI. 

紳同前， CTp. XLVI. 

帥同前， CTp. XL VII. 

帥 1914年版 CBOふ CTp.XXIX. 

(16) 同前， CTp. XXX. 

肋同前， CTp. XXXV. 

(1~ 同前， CTp. XXXV-XXXVII. 

帥同前， CTp. XXXIX. 

帥 1913年版 CBO江， CTp. XLII-XLIV. 

帥 1911年版 CBO江， CTp. LXXIV. 

帥同前，同頁。

帥 1912年版 CBO瓦， CTp. LXVII. 

(2~ 1911年版 CBO且， CTp. L VIII. 

帥拙著『ロシア労働政策史~， 268頁。

帥同前， 268頁。

(幼 1912年版 CBO江， CTp. LXX. 

帥 1910年版 CBOん CTp.LXIV. 1911年版 CBO且， CTP， LXXVIII. 

(吟 1913年版 CBO瓦， CTp. LXXXV. 
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制 1914年版 CBO江， CTp. LXXVII-LXXVIII. 


